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56 富士市事前都市復興計画 

２ 復興まちづくりのながれ 

（１）復興まちづくりのステップ 

地震等により大きな被害が発生した場合、本格的な復興までには多大な時間を要するため、発
災後の時間的経過に伴う４つのステップを設定し、その時の状況に応じた復興まちづくりを進め
ていきます。 
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■全体の概況 
被災後の混乱の中、自宅での生活が困難な人は避難所

等での一時的な不自由な生活を経て、仮設住宅等への入
居が始まる 

■復興まちづくりの概況 
被災者の応急的な生活の場を確保するため、避難所の設

置や仮設住宅の整備、ライフラインの復旧が進められる 

■全体の概況 
仮設住宅等での生活が始まり、仮設店舗や事業所の営

業も本格化する 
■復興まちづくりの概況 

被災者の日常的な生活を確保するため、仮設店舗の設
置や被災した道路の整備等が進められる 

■全体の概況 
仮設住宅や事業所等から、恒久的な住まいや事業所等

の再建が本格化する 
■復興まちづくりの概況 

被災者の恒久的な生活の場を確保するため、道路整備
や生活再建支援など復興事業が進められる 

■全体の概況 
仮設住宅や店舗等の撤去が始まる 

■復興まちづくりの概況 
復興事業と併せて一般施策を展開し、目指すべき都市

の将来像の実現に向けた取組が進められる 
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